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米国ゼネラル・モーターズ社に対しての債権について 

 

当社北米グループ会社のAkebono Corporation(North America) の取引先であるGeneral Motors 

Corporation が平成 21 年６月１日付で、米国連邦破産法第 11 章に基づく会社更生手続きの適用

を申請したことに伴い、下記の同社に対する債権について取立不能または取立遅延の可能性が生

じましたのでお知らせいたします。 

記 

1. General Motors Corporation の概要 

(1) 商号：        General Motors Corporation 

(2) 本店所在地：       300 Renaissance Center, Detroit, MI 48265 U.S.A.  

(3) 代表者：          Frederick A. Henderson (President and CEO) 

(4) 主な事業内容：       自動車および自動車関連部品の開発、製造、販売 

 

2. 当該取引先に生じた事実およびその発生が生じた年月日 

平成 21 年６月１日（現地時間）、米国連邦破産法第 11 章に基づく会社更生手続きの適用を申

請したもの。 

3. 当該取引先に対する債権の種類および金額  

 債権の種類：売掛債権 

 債権金額 ：131 万米ドル（日本円換算：約 124 百万円）  

※換算レート 6月 1日現在 94.97 円/USD   

4. 当該北米グループ会社 

  会社名：Akebono Corporation(North America) 

 所在地：310 Ring Road, Elizabethtown, KY 42701 U.S.A. 

 代表者：柏木剛 

 

   

Akebono Corporation(North America)において、当該債権について日々注力して残高を管理

してまいりました。加えて、米政府の債権保証制度の適用を申請しており、今後の業績に与

える影響は限定的であると予想いたしますが、今後の General Motors Corporation の再建計

画を注視し、当該債権の保全に努めていきます。 

 

 

以上 


